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地域移行支援事業を利用するまでの流れ（関係機関版） 

 

 

 

 

アセスメントを施設より

提出 

申請書を提出 

支援区分認定調査 

受給者証交付 

サービス担当者会議 

サービス等利用計画作成 

指定一般相談支援事業所契約 

地域移行支援計画作成 

受給者証交付 

サービス等利用計画（セルフ）

提出 

※地域移行専用様式を使用 

月２回以上の支援 

【指定一般必要書類】 

・地域移行支援提供実績記録票 

・ケース記録 

 

指定特定相談支援事業所契約 

サービス等利用計画案作成 

１．部会あてに提出 

２．部会にて個別対応会議を開

催、対応機関等を決め、本人

に申請書を渡す 

【通常】 

他府県、矯正施設

など、すぐに会い

に行けない場合は

通常バージョンの

可能性あり 

【河内長野市版】 

契約２回目 

 

契約１回目 

 

契約１回目 

 


